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デジタル田園都市国家構想について
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○ 東京圏は、2011年頃から転入超過数が増加傾向にあったが、2020年に新型コロナウイルス感染症
拡大による影響により大幅減少に転じ、2021年も同様に減少傾向が継続している。

〇 しかしながら、東京圏の2021年の転入超過数は約8.0万人と、依然として転入超過は継続している。

資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」（2010年―2021年/日本人移動者）

転入

転出

※最上位に記載された数値は全年齢階級計の「総数」の値
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デジタル田園都市国家構想の背景～東京圏一極集中の現状①～
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〇 東京圏の年間転入超過数は、2019年：14.6万人、2020年：9.8万人、2021年：8.0万人

〇 新型コロナウイルス感染症の影響がみられる2020年４月以降、月別転入超過数が大きく減
少し、転出超過となる月もみられた

資料出所：住民基本台帳人口移動報告（平成31年（2019年）１月結果～令和４年（2022年）３月結果）

東京圏転入超過数（2019年１月～2022年３月）

(人） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計

　 　2019年 6,089 6,921 68,306 27,500 7,558 4,983 2,173 5,400 5,183 4,753 3,704 3,006 145,576
　　 2020年 5,343 6,888 70,087 14,497 1,167 4,027 -1,682 -739 -56 834 -393 -1,968 98,005
　 　2021年 1,432 2,138 57,419 15,071 3,871 3,136 -2,062 349 99 509 -260 -1,261 80,441
　 　2022年 2,784 2,915 58,676
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デジタル田園都市国家構想の背景～東京圏一極集中の現状②～
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〇 東京都の年間転入超過数は、2019年：8.7万人、2020年：3.8万人、2021年：1.1万人

〇 新型コロナウイルス感染症の影響がみられる2020年４月以降、月別転入超過数が大きく減
少し、大半の月が転出超過となった

資料出所：住民基本台帳人口移動報告（平成31年（2019年）１月結果～令和4年（2022年）３月結果）

東京都転入超過数（2019年１月～2022年３月）

(人） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計

　 　2019年 3,741 4,053 40,568 15,609 4,792 3,437 1,621 3,398 3,098 2,554 2,151 1,553 86,575
　　 2020年 3,146 4,525 41,902 7,049 -509 2,096 -2,144 -4,011 -3,084 -2,506 -3,690 -4,400 38,374
　 　2021年 -1,334 -1,593 29,363 3,989 -177 -108 -2,743 -3,223 -3,255 -3,194 -3,176 -3,734 10,815
　 　2022年 383 359 33,340
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デジタル田園都市国家構想の背景～東京圏一極集中の現状③～



出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」（日本人移動者）

・都道府県別の転入超過数をみると、2021年で転入超過となっているのは神奈川県・埼玉県・千葉県など11都府県。
・宮城県、茨城県、山梨県、滋賀県は2020年まで転出超過であったが、2021年は転入超過へ転じた。
・2019年と比べて転入超過数が最も縮小しているのは東京都（2019年8万6,575人→2021年1万815人）。

※赤枠は2021年が転入超過である自治体
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デジタル田園都市国家構想の背景～東京圏一極集中の現状④～
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〇 東京圏在住者のうち、地方移住への関心を持つ層は増えており、20歳代ではその傾向がより強く表れている。
〇 地方移住への関心理由として、テレワークによって地方でも同様に働けると感じたためと回答した割合が24.3%

にのぼる。他方、地方移住の懸念では、仕事や収入をあげる割合が最も高い。

（出典）内閣府「第４回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」 （2021年９月28日～10月５日にインターネット調査を実施）

■地方移住への関心（東京圏在住者）
【20歳代】

■地方移住への関心理由
（東京圏在住で地方移住に関心がある人）

■地方移住にあたっての懸念
（東京圏在住で地方移住に関心がある人）

※「特にない」と回答した人の
割合は前々回は20.0％、前回は
9.5%、今回は10.2% ※今回調査では「わからない」は回答選択肢から削除

【全年齢】

6

デジタル田園都市国家構想の背景～東京圏一極集中の現状⑤～



デジタル田園都市国家構想は、「新しい資本主義」実現に向けた、成長戦略の最も重要な柱であり、

地方の豊かさをそのままに、利便性と魅力を備えた新たな地方像を提示するものである。

産官学の連携の下、仕事・交通・教育・医療をはじめとする地方が抱える課題をデジタル実装を通じ

て解決し、誰一人取り残されず全ての人がデジタル化のメリットを享受できる心豊かな暮らしを実現す

る。地域の個性を活かした地方活性化をはかり、地方から国全体へのボトムアップの成長を実現し、

持続可能な経済社会を目指す。

これまでの地方創生施策は継続しつつ、これをデジタルの力によって高度化・加速化させることによ

り、本構想の下で「ミニ東京」ではない個性あふれる地域を実現していくための基礎をつくっていく。

また、デジタルの力を有効に活用するためには、共通ID基盤やデータ連携基盤、ガバメントクラウドの

活用などのデジタル基盤について、各地方がバラバラに取り込むのではなく、国が積極的に共通的基

盤の整備を行い、地方に提供することが不可欠である。地方は、これらの効果的活用を前提に、地方

の個性やニーズを積極的に生かしたデジタル実装を進め、実情に即した多様なサービスを展開するこ

とが期待される。

デジタル田園都市国家構想のコンセプト （第1回デジタル田園都市国家構想実現会議資料より抜粋）
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〇第207回国会岸田総理所信表明演説（抄）
（略）

新しい資本主義の主役は地方です。4.4兆円を投入し、地域が抱える、人口減少、高齢化、産業空洞化などの課題を、デジ
タルの力を活用することによって解決していきます。

デジタル田園都市国家構想実現会議の下、「デジタル田園都市国家構想」を推進します。 デジタルによる地域活性化を進
め、さらには、地方から国全体へ、ボトムアップの成長を実現していきます。海底ケーブルで日本を周回する「デジタル田園都
市スーパーハイウェイ」を３年程度で完成させます。各地に設置する大規模データセンター、光ファイバー、５Ｇと組み合わ
せ、日本中、津々浦々、どこにいても、高速大容量のデジタルサービスを使えるようにします。

世界最先端のデジタル基盤の上で、自動配送、ドローン宅配、遠隔医療、教育、防災、リモートワーク、スマート農業などの
サービスを実装していきます。
（略）

〇第208回国会岸田総理施政方針演説（抄）
（略）

まずは成長戦略。第１の柱はデジタルを活用した地方の活性化です。
新しい資本主義の主役は地方です。デジタル田園都市国家構想を強力に推進し、地域の課題解決とともに、地方から全国

へと、ボトムアップでの成長を実現していきます。
そのために、インフラ整備、規制・制度見直し、デジタルサービスの実装を、一体的に動かしていきます。高齢化や過疎化な

どに直面する地方においてこそ、オンライン診療、ＧＩＧＡスクール、スマート農林水産業などのデジタルサービスを活用できる
よう、５Ｇ、データセンター、光ファイバーなどのインフラの整備計画を取りまとめます。５Ｇ基地局を信号機に併設するなど多
様な手法で民間投資を促し、自動運転や、ダイナミックな交通管制、ドローンなど、未来のサービスを支えるインフラを整備し
ます。

デジタルサービスの実装に向けて、規制・制度の見直しを進めます。単なる規制緩和ではなく、新しいルールを作ることで、
地域社会に新たなサービスを生み出し、日々の暮らしを豊かにすることを目指します。例えば、「運転者なし」の自動運転車、
低速・小型の自動配送ロボットが公道を走る場合のルールや、ドローン、ＡＩなどの活用を前提とした産業保安のルールを、新
たに定めることで、安全を確保しながら、新サービス展開の道を拓きます。例えば、企業版ふるさと納税のルールを明確化す
ることで、企業の支援による、地方のサテライトオフィス整備の取組を後押しし、企業や個人の都市から地方への流れを加速
させます。
（略）

（参考）デジタル田園都市国家構想に関する総理演説

8



デジタル田園都市国家構想実現会議について

日付 主な内容

第１回 令和３年11月11日（木） 今後の議論に向けた論点

第２回 令和３年12月28日（火） デジタル田園都市国家構想関係施策の全体像

第３回 令和４年２月４日（金） デジタル人材確保、誰一人取り残されない取組

第４回 令和４年２月24日（木） デジタル基盤の整備

第５回 令和４年３月15日（火） 個別分野におけるデジタル実装にかかる取組

第６回 令和４年４月４日（月） デジタル田園都市国家構想を先導する取組について

第７回 令和４年４月27日（水）
デジタル田園都市国家構想基本方針（骨子案）に
ついて

○趣旨
地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の差を縮めて

いくことで、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、構想の具体化
を図るとともに、デジタル実装を通じた地方活性化を推進するために設置。

○開催実績及び予定

⇒今後、実行すべき具体的なデジタル田園都市国家構想を近く取りまとめる。
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デジタル田園都市国家構想基本方針（骨子案）
 コロナ禍で地方を巡る社会経済状況が大きく変化していることに加え、デジタルインフラの飛躍的な整備の進展、テレワークをはじめとしたデジタル技術利活用の浸透など、地方

に住みながら様々な情報・サービスを利用できる環境が整いつつあり、デジタル技術を活用する機運が急速に高まっている。
⇒デジタルの力を活用して地方創生にかかる取組を一層高度かつ効率的に推進することによる地方活性化を図る環境が整いつつあり、これを機に、デジタル田園都市国家構想の

実現を目指す。
 国は、基本方針を通じて、構想が目指すべき中長期的な方向性を提示し、地方の取組を支援。特に、データ連携基盤の構築など国が主導して進める環境整備に積極的に取り組む。

その際、KPIを設定して進捗管理を行いつつ、取組の着実な推進を図る。地方は、自らが目指す理想像を描き、自主的・主体的に構想の実現に向けた取組を推進。
 構想の実現により、地方におけるしごとの創出、暮らしの向上、持続可能性の向上、Well-beingの増大などを通じて、デジタル化の恩恵を国民や事業者が享受できる社会を目指

し、地方から全国へとボトムアップの成長とともに、東京圏への一極集中の是正を図る。

 デジタルの力を活用した地域の課題解決
〇 地方にしごとをつくる
（例）スタートアップ・エコシステムの確立、中小・中堅企業DX、スマート農林

水産業、観光DX 、地方大学を核としたデジタル実装等

〇 ひとの流れをつくる
（例）「転職なき移住」の推進、オンライン関係人口、二地域居住等の推進、

サテライトキャンパス等

〇 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
（例）母子オンライン相談、母子健康手帳アプリ、子どもの見守り支援等

〇 魅力的な地域をつくる
（例）GIGAスクール・遠隔教育、遠隔医療、ドローン物流、自動運転、MaaS、

インフラ分野のDX 、3D都市モデル整備・活用、文化芸術DX、防災DX等

 これまでの取組
〇 地方にしごとをつくる
（例）地域を支える産業の振興、農林水産業の成長産業化、中小企業の

生産性向上、観光振興、地域における脱炭素化等

〇 ひとの流れをつくる
（例）地方移住の推進、関係人口創出・拡大、地方への人材支援・

インターンシップ推進、政府関係機関の地方移転、
魅力ある地方大学の実現、高校生の地域留学等

〇 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
（例）女性活躍の推進、少子化対策の推進等

〇 魅力的な地域をつくる
（例）地域交通の維持・確保、医療機能の確保、SDGsを通じた持続可能な

まちづくり、地域防災の確保等

解決すべき地方の課題 （地方にこそ、デジタルで解決すべき課題がある）
・東京圏への一極集中の是正 ・少子高齢化への対応 ・地域経済の活性化 ・教育の質の維持・向上 ・適切な医療水準の確保 等

デジタル実装
を通じて、
地域の課題解
決・魅力向上
の取組を、
より高度・効
率的に推進

地
方
活
性
化
・
地
方
か
ら
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
成
長

【構想の実現に向けた今後の進め方】
５月下旬～ デジタル田園都市国家構想基本方針案のとりまとめ（第８回デジタル田園都市国家構想実現会議） ⇒ 閣議決定
年末 デジタル田園都市国家構想総合戦略（仮称）の策定（まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂）

－コロナ禍やデジタル技術の浸透・進展など状況の変化を踏まえ、2024年度までの地方創生の基本的方向を定めたまち・ひと・しごと創生総合戦略を抜本的に改正し、構想の中長期的な
基本的方向を提示するデジタル田園都市国家構想総合戦略（仮称）を策定。

⇒地方公共団体は、新たな状況下で目指すべき地域像を再構築し、地方版総合戦略を改訂し、具体的な取組を推進。
（国は、地方版総合戦略に基づく取組について、交付金などさまざまな施策を活用して支援）

脱炭素先行地域スマートシティ 「デジ活」中山間地域 SDGｓ未来都市産学官協創都市

（構想の実現に向けた地域ビジョンの提示） 国は地方の取組を促すため、構想を通じて実現する地域ビジョンを提示。

 デジタル基盤の整備
2023年度までの５Gの人口カバー率95%達成や、デジタル田園都市スーパーハイウェイの整備など、「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」の実行
等を通じてデジタル基盤整備を推進。国主導の下、データ連携基盤等を全国に実装。マイナンバーカードの普及を促進するとともに、利用を拡大。

 デジタル人材の育成・確保

デジタル技術による地域の課題解決をけん引するデジタル推進人材について、2026年度までに230万人育成。「デジタル人材地域還流戦略パッケージ」
に基づき、人材の地域への還流を促進

 誰一人取り残されないための取組

デジタル推進委員を全国展開するなど、誰もがデジタルの恩恵を享受できる「取り残されない」デジタル社会を実現

 従来からの地方創生施策もデジタルシフトしつつ引き続き推進

第７回デジタル田園都市国家構想実現会議（R4.4.27）資料
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『夏のDigi田甲子園』の概要

○ 全国津々浦々で「デジタル田園都市国家構想」の実現に向けた取組を力強く進めていくためには、地方の創意工夫がなされた独自
の取組を積極的に横展開していくことが必要であることに加えて、地方公共団体や民間企業の意欲や、広く国民全体の関心を高め、
様々な主体が積極的に参画いただける環境を整えることが重要である。

○ このため、本構想の実現に向けた地域の取組を広く募集し、特に優れたものを表彰する「Digi田甲子園」を開催することとし、まずは
地域における中核的な取組主体の１つである自治体を対象として、『夏のDigi田（デジデン）甲子園』を実施する。

都道府県による
選考・推薦

… 域内市町村のデジタルを活用
した取組から優れたものを選定

国民による
インターネット投票

… 国民の視点から見た
優れた取組を選定

有識者による
委員会での審査

… デジタル活用の専門家等の視
点から見た優れた取組を選定

地区予選（～６月） 本選（夏頃）

本選に進出した取組は、
専用サイトに紹介動画

を掲載してPR【選考過程（予定）】

デジタルの活用により、地域の個別課題
を実際に解決し、住民の暮らしの利便
性と豊かさの向上や、地域の産業振興
につながっているもの。

《具体的な分野のイメージ》

医療 教育 子育て

物流 交通
農林

水産業

中小
企業 観光 防災

誰一人取り残されない社会の実現

表彰の対象とする取組

《実装部門》

以下の市区町村の区分ごとに、
デジタルの活用によって地域の
個別課題を解決している取組の
うち、特に優秀と認められるもの。

◎指定都市・中核市
・施行時特例市等

◎市（上記の市を除く。）

◎町・村

《アイデア部門》

上記につながる取組のアイデアとし
て、
特に優秀と認められるもの。

【デジタル田園都市国家構想の全体像】

表彰部門

内閣総理大臣の出席
による“表彰式”を実施
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令和4年度「夏のDigi田甲子園」概要

【表彰対象】
（１）実装部門・・・①または②
① 域内市町村の取組で、デジタルの活用により、次の個別課
題を実際に解決し、住民の暮らしの利便性と豊かさの向上や地
域の産業振興につながっているもの。

・医療 ・教育 ・子育て ・物流
・交通 ・農林水産業 ・中小企業 ・観光
・防災

② 域内市町村の取組で、高齢者、障害者などデジタルに不慣
れな人々がデジタル機器・サービスの利用方法を学ぶことがで
きる環境づくりを既に進めるなど、あらゆる人がデジタル化の
恩恵を享受できる、「誰一人取り残されない」社会の実現に寄
与しているもの

（２）アイデア部門・・・上記の①また②いずれかの取組に係
るアイデア（数年内に実装の見込みを有しているものに限
る。）とします。

「デジタル田園都市国家構想」の実現に向けた取組の一環として、本構想の実現に向けた地域の取組

を広く募集し、特に優れたものを表彰する

ネット投票および審査員審査

管内市町村による取
組の中から選考・推
薦

受賞
決定

インターネット投
票に向けた紹介動
画（１分程度）の
作成

都道府県による選考・推薦 ネット投票準備

国民によるイン
ターネット投票

有識者による
審査

【受賞までの流れ】

【選定方法】都道府県による選考・推薦
① 推薦件数は、
・実装部門においては、１の都道府県につき「指定都市・中核市・施行時特例市等（※）」、「市」（指定都
市・中核市・施行時特例市等（※）を除く）、「町・村」の区分ごとに１件。アイデア部門においては、１の都
道府県につき１件。
（※）いわゆる道府県庁所在市のほか、特別区も含む。

② 都道府県内における広域での取組を選考し、推薦していただくことも可能。

③ 都道府県における選考の標準的な方法及び想定されるスケジュールについて、以下にお示しします。以下
の内容を基本としつつ、各都道府県の実情に応じた方法等により、選考に係る事務を進めていただきますよう
お願い致します。

ⅰ都道府県から域内市町村への提出依頼：遅くとも４月27日（水）までに開始
ⅱ域内市町村からの提出期限：遅くとも５月26日（木）頃
ⅲ都道府県における以下のいずれかの方法による選考期間：本年５月27日（金）頃～６月９日（木）頃まで

（a）有識者等による選考
・有識者会議または既存の会議等を活用した選考による推薦対象の決定：本年５月27日（金）頃～６月９
日（木）頃まで

（b）域内市町村の投票による選考
・（域内市町村における横展開の意向等を勘案する観点から、市町村の評価意見を選考に反映させる方法
として、）提出された市町村の取組に対する市町村（提出された取組に係る市町村を除く。）による投票
の期間：本年５月27日（金）頃～６月２日（木）頃までの間
・（上記を勘案しつつ）都道府県における推薦対象の決定：本年６月９日（木）頃まで

【提出締切】6月10日（金）まで

６月１０日（金）まで 夏頃（予定）

地区予選 本選
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地方創生テレワークの推進について
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 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、地方で暮らしてもテレワークで都会と同じ仕事ができるとの認識が拡大。
 この機会を逃すことなく、都市部に立地する企業などに勤めたまま地方に移住して地方で仕事をする「地方創生テレワー

ク」 （「転職なき移住」）を推進。

○デジタル田園都市国家構想推進交付金
（地方創生テレワークタイプ）

 転職なき移住を実現し、地方への新たな人の流れを創出

することで、デジタル田園都市国家構想の実現に貢献する

ため、サテライトオフィス等の整備・運営・利用促進の取組を

行う地方公共団体を支援。

 採択結果は全体101団体（高水準タイプ36団体、標準タイプ65

団体）

 交付対象事業費は48億円、国費ベースでは30億円。

○地方創生テレワーク推進事業

 令和３年７月、自治体・企業・働き手の三者を対象とし

た、地方創生テレワークに関する情報提供のためのポータ

ルサイトと相談窓口を設置。

 同年９月、地方創生テレワークの理解促進及び裾野拡

大のため、自己宣言制度を創設。また、10月に優良事

例の表彰制度も創設。

 同年７月、地方創生テレワークの実現に向け、国と「地方

創生テレワーク推進パートナー」との間で包括的な連携協

定を締結し、締結式を開催。また、令和４年1月13日、

第2回の連携協定締結式を開催したところ。

（令和３年度補正予算：200億円の内数）

本交付金事業の地方負担分に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当できる。

【補助率】 高水準タイプ：3/4 標準タイプ：1/2

14野田大臣と地方創生テレワーク推進パートナー（第２回）の記念撮影の様子

地方創生テレワークの推進に向けて（当事務局の主な取組）

（令和４年度当初予算：1.2億円、令和３年度補正予算：2.3億円）



〇地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こ
し、地方と都市の差を縮めていくことで、「デジタル田
園都市国家構想」を推進します。

○デジタル技術の活用により、地域の個性を活かしなが

ら、地方を活性化し、持続可能な経済社会を目指す

「デジタル田園都市国家構想」を推進するため、地方

からデジタルの実装を進めていくことが喫緊の課題。

○このため、デジタルを活用した、意欲ある地域による

自主的な取組を応援するため、デジタルを活用した地

域の課題解決や魅力向上の実現に向けて、国が交付金

により支援する。

○具体的には地方への新たなひとの流れを創出するた

め、サテライトオフィス等の施設整備・運営・利用促

進等の取組を行う地方公共団体や、サテライトオフィ

ス等に進出する企業と地元企業等が連携して行う地域

活性化に資する取組を支援する地方公共団体を国が交

付金により支援する。

期待される効果

事業概要・目的

「転職なき移住」を実現するとともに、地方への新たなひ
との流れを創出する地方公共団体を支援。

＜対象事業＞

事業イメージ・具体例

国 地方公共団体

資金の流れ

デジタル田園都市国家構想推進交付金（内閣府地方創生推進室）

地方創生テレワークタイプ
令和３年度補正予算額 ２００．０億円の内数

交付金（３／４又は１／２)

①サテライトオフィス等整備事業

地方公共団体がサテライトオフィス等を開設・運営、プロモーション等の
プロジェクトを推進する事業

②サテライトオフィス等開設支援事業

地方公共団体がサテライトオフィス等運営事業者等の施設についてその
開設・運営を支援、プロモーション等のプロジェクトを推進する事業

③サテライトオフィス等活用促進事業

地方公共団体が既存のサテライトオフィス等施設利用促進のため、テレワー
ク関連設備等の導入支援、プロモーション等のプロジェクトを推進する事業

④企業進出支援事業

地方公共団体が上記事業の対象となるサテライトオフィス等を利用する区域
外の企業進出を支援する事業

⑤進出企業定着・地域活性化支援事業

地方公共団体が、サテライトオフィス等を利用する進出企業が地元企業等と
連携して行う地域資源を活用した地域活性化に資する取組を支援する事業
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・補助率 3/4（高水準タイプ）、1/2（標準タイプ）

・自治体施設整備に加え、民間施設整備・

進出企業の支援が可能。

・ハード／ソフト経費の一体的な執行

・サテライトオフィスの整備支援等だけでなく、「進出企業

定着・地域活性化支援事業」を措置

・予算額200億円の内数（国費ベース）

交付金の特徴

① 自治体運営施設として整備 ② 民間運営施設として整備

③ 既存施設の拡充・利用促進 ④ 企業の進出支援

働く環境の整備

利活用・プロジェクト推進

利活用・
プロジェクト

推進

進出企業
支援

事業費 最大1,200万円／団体 進出支援金 最大100万円／社

既に整備した施設の拡充・利用促進
で地域に企業を呼び込みたい

施設を開設して、地域に企業を呼び込みたい

施設の利用企業を支援して地域への
企業進出を促進したい

①②↔④
組合わせ可

③↔④
組合わせ可

施設整備・運営 事業費 最大9,000万円／施設
プロジェクト推進 事業費 最大1,200万円／団体

①↔②組合わせ可
（最大３施設）

サテライトオフィス等を整備・運営、利用促進

＜最大３施設＞

［金額は総事業費ベース、国費は３／４又は１／２］

 「転職なき移住」を実現し、地方への新たなひとの流れを創出することで、デジタル田園都市国家構想の実現に貢献
するため、デジタル田園都市国家構想推進交付金（地方創生テレワークタイプ）を措置。

 本タイプは「地方創生テレワーク交付金」の後継となるもの。

デジタル田園都市国家構想推進交付金 地方創生テレワークタイプ の概要

整備する施設の収容可能人数（１施設あたり）

20人未満 20人以上50人未満 50人以上

施設整備・運営 3,000万円 4,500万円 9,000万円

施設規模別の上限 3施設 ２施設 １施設

○施設整備・運営以外のソフト経費：
最大1,200万円／団体

○進出支援経費（返還制度あり）：
進出支援金 最大100万円／社

※最大3施設／団体

＜交付上限額等＞
○施設整備・運営費

⑤ 進出企業定着・地域活性化の支援

進出企業定着・
地域活性化支援

事業費 最大3,000万円／事業

地方創生テレワーク交付金又はデジタル田園都市国家構
想推進交付金（地方創生テレワークタイプ）を活用した施設の
進出企業と地元企業等との連携事業を支援したい○進出企業定着・地域活性化支援費：

最大3,000万円／事業

①～③との組合わせ必須
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新潟県 三条市

＜地方への人の流れの創出とものづくりのまちの稼ぐ力の向上に向けたイノベーション拠点施設整備事業＞

採択区分 高水準タイプ

交付対象事業費

（国費ベース）

45,000千円

（33,750千円）

要素事業
サテライトオフィス等整備事業

（自治体運営施設整備）

サテライトオフィス等開設支援事業

（民間運営施設開設支援）

サテライトオフィス等活用促進事業

（既設拡充・促進)

進出支援事業

（利用企業助成）

＜内容＞

１．民間事業者のサテライトオフィス開設支援 40,350千円

２．プロジェクト推進（ものづくりアイデアコンテスト、WEB・SNSによる広報） 4,650千円

＜主なポイント＞

 JR燕三条駅構内の一画をサテライトオフィスとして改修。

デザイン会社や製品開発・企画会社などを進出企業のターゲットとして誘致し、金属加工業

に代表される市の強みである「ものづくり産業」の地場企業との連携を図る。

 「ものづくりビジネスアイデアコンテスト」を開催し、ものづくりの製品企画・デザインに長けた起業

家にアプローチするなどのプロモーションも実施する。

ＫＰＩ（2025年度）

利用企業数 50社

当該都道府県外

企業数
5社

利用者数

（2025年度年間のべ）
3,200人

当該都道府県外

利用者割合
50％

移住者数 10人
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デジタル田園都市国家構想推進交付金 地方創生テレワークタイプ取組事例①

※住民基本台帳人口： 94,622人

オープン席エリアイメージ
1名用ブース席イメージ

会議室イメージ

イベント活用イメージ

有人での受付対応（日中）
スマートフォン(QRコード)を
使用した予約・入退室管理

開発エリア外観（現在）

燕三条駅構内
（整備予定地）



福島県 喜多方市

＜重要伝統的建造物群保存地区の空き蔵を活用したサテライトオフィス整備事業＞

採択区分 標準タイプ

交付対象事業費

（国費ベース）

23,401千円

（11,700千円）

要素事業
サテライトオフィス等整備事業

（自治体運営施設整備）

サテライトオフィス等開設支援事業

（民間運営施設開設支援）

サテライトオフィス等活用促進事業

（既設拡充・促進)

進出支援事業

（利用企業助成）

＜内容＞

１．小田付重要伝統的建造物群保存地区内の空き蔵の改修 19,201千円

２．プロジェクト推進（首都圏企業向けのモニターツアーの開催等） 2,200千円

＜主なポイント＞

醸造業をはじめとする「蔵のまち」としての市の強みを生かし、平成30年に重要伝統的建造物

群保存地区に選定された小田付地区の土蔵２階建ての空き蔵をサテライトオフィスとして改修。

気温・湿度の安定性や重厚な雰囲気など蔵の特長を生かした雰囲気を活かしたテレワーク環

境を創出する。

 ICT・AI関連のベンチャー企業をターゲットとして、地元商工会議所や県中小企業団体中央会

などと連携したビジネスマッチング開催のほか、モニターツアーを開催し、地元の農作業や酒造巡

りを体験する機会を創出するなどのプロモーションを推進する。

ＫＰＩ（2025年度）

利用企業数 ３社

当該都道府県外

企業数
３社

利用者数

（2024年度年間のべ）
720人

当該都道府県外

利用者割合
100％

移住者数 90人
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デジタル田園都市国家構想推進交付金 地方創生テレワークタイプ取組事例②

※住民基本台帳人口： 46,041人

小田付地区伝統的

建造物保存地区

サテライトオフィス
整備予定場所

整備後イメージ（１階・２階）

おだづき



国

①地方公共団体、企業、働き手に対する「ワンストップで

の情報提供」や「強みを活かした取組に向けた相談対

応」、「地方公共団体と企業のマッチング支援」など地

方創生テレワークを進めるための環境を整備します。

相談対応については、より具体的な支援をきめ細かく実

施するための体制を整備します。

②地方創生テレワークに取り組む企業の「裾野拡大」のた

め、取り組む企業を「見える化」する自己宣言制度や、

「優れた事例の横展開」につながる表彰制度を実施する

とともに、制度普及のための取組を進めます。

○新型コロナウイルス感染症の影響により、国民の意
識・行動も変容してきていることを踏まえ、デジタル
技術等の活用により、地方にいながら都会と同じ仕事
ができることで、「転職なき移住」とも言うべき画期
的な働き方を実現する、地方におけるサテライトオ
フィスの勤務などの地方創生に資するテレワーク（地
方創生テレワーク）を推進します。

〇具体的には、本事業により、地方公共団体や企業に対
する情報提供・相談体制を整備するとともに、取り組
む企業の裾野拡大に取り組み、地方からデジタルの実
装を進めるとともに、感染症による意識・行動変容を
踏まえた、ひと・しごとの流れの創出に向けた環境整
備を行います。

地方創生テレワーク推進事業（内閣府地方創生推進室）

４年度概算決定額 １.2 億円
（3年度予算額 １.２億円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○地方サテライトオフィス開設、社員の移住、関係人口の創出等が推進さ

れることにより、東京圏への一極集中の是正に貢献します。

○地方移住の最大のネックとなる「転職」を必要としない地方創生テレ

ワークは、地方移住の画期的な概念であり、地方からデジタルの実装を

進めることで、地方分散型の活力ある地域社会の実現及びデジタル田園

都市国家構想の推進に貢献します。

委託費

民間事業者

期待される効果

働き手

東京の大企業
を中心とした

企業

環境整備・ビジネス
支援・生活支援等

オフィス開設、
移住、滞在等

地方公共団体
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国

委託費

民間事業者

〇地方創生テレワークを先駆的に実践する意思を有
する企業の取組を総合的に支援することにより、
地方創生テレワークの意義を体現するフロントラ
ンナーとなる企業を創出するとともに、企業によ
る取組の検討過程及びその過程における課題解決
方法等を事例としてまとめ、モデル事例として広
く共有します。

○新型コロナウイルス感染症の影響により、国民の
意識・行動も変容してきていることを踏まえ、地
方にいながら都会と同じ仕事ができることで、
「転職なき移住」とも言うべき画期的な働き方を
実現する、地方におけるサテライトオフィスの勤
務等の地方創生に資するテレワーク（地方創生テ
レワーク）を推進します。

○具体的には、本事業により、取り組む企業の優良
なモデル事例の創出・普及に取り組み、感染症に
よる意識・行動変容を踏まえた、ひと・しごとの
流れの創出に向けた環境整備を行います。

地方創生テレワーク推進事業（内閣府地方創生推進室）

令和３年度補正予算額 2.3億円

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○社員の移住、関係人口の創出等が推進されること
により、東京圏への一極集中の是正に貢献します。

〇地方創生テレワークは、地方移住の画期的な概念
であり、地方分散型の活力ある地域社会の実現に
貢献します。

期待される効果

環境整備・ビジネス
支援・生活支援等

働き手

東京の大企業
を中心とした

企業
オフィス開設、
移住、滞在等

地方公共団体

国

委託費
民間

事業者
（調査・検証）

取組支援

…

民間事業者
（地方創生テレワーク

実施企業）

民間事業者
（地方創生テレワーク

実施企業）
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 自治体・企業・働き手の三者を対象とした、地方創生テレワークに関する情報提供のための
ポータルサイト（ウェブサイト）と相談対応窓口を、令和３年７月６日に開設。
ＵＲＬ： https://www.chisou.go.jp/chitele/index.html

〇情報提供事業
・各省庁のテレワーク関連施策、マニュアル、ガイドライン等
・自治体のテレワーク関連施策、サテライトオフィス情報
・自治体・企業・働き手の先進的な取組事例

などを一元的に発信。

〇相談支援等事業
・自治体や企業に対し、個々の状況に応じた戦略策定支援、

情報発信支援、マッチング支援等、地方創生テレワークの
実現に向けた相談対応を実施。

情報提供・相談支援等事業

地方創生テレワークポータルサイトのトップページ（抜粋）

地方創生テレワーク推進事業における取組（情報提供・相談支援等事業①）
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・自治体による地方創生テレワーク関連施策の推進や、企業が取
組を進めるうえで参考となる、各省庁のテレワーク関連施策やガ
イドライン、補助金等の支援制度の情報を一元的に発信。

〇各省庁のテレワーク関連施策・ガイドライン

ポータルサイトにおける提供メニューの一例

関連施策の紹介ページ（抜粋）

・地方創生テレワークに資する取組を実施する自治体・企業・働き
手の事例について、きっかけから取組内容、今後の展開等を幅広
く紹介。

〇地方創生テレワークの取組事例紹介

取組事例の紹介ページ（抜粋）

https://www.chisou.go.jp/chitele/index.html


〇情報提供・相談支援等事業の一環として、「地方創生テレワーク推進セミナー」を開催。関心を有
する自治体・企業・働き手を対象に、地方創生テレワークのメリット及び先進的な取組、自治体と
企業等の連携の可能性等について紹介。

第1回：令和３年９月６日開催

登壇者：北海道北見市、アクセンチュア（株）

第２回：令和３年１０月８日開催

登壇者：和歌山県白浜町、（株）パソナグループ

第３回：令和３年１１月２９日開催

登壇者：山梨県、キャップクラウド（株）

第４回：令和４年１月18日開催

登壇者：長野県塩尻市、メンバーズエッジカンパニー(株)

第５回：令和４年２月４日開催

登壇者：山口県、富士通（株）

【令和３年度開催実績 （令和４年度においてもセミナー開催の方向で調整中）】

地方創生テレワーク推進セミナーのイメージ画像 22

相談支援等事業の提供メニュー等

地方創生テレワーク推進セミナー

〇令和3年7月6日に相談対応窓口を開設して以降、自治体及び企業より、地方創生テレワーク
に関する各種相談を受付。主に、以下の相談支援メニューを提供。

各自治体・企業の状況を伺い、個別

のニーズに合った相談や、地方創生

テレワークに関する情報提供に応じま

す。

個別相談 各種支援
自治体による企業誘致やサテライトオ

フィス設置等、企業によるテレワーク

制度の整備等、地方創生テレワーク

の実現に資する取組を支援します。

個別マッチング

地方創生テレワークの推進を検討し

ている自治体と企業の個別マッチン

グを支援します。

◎窓口の受付URL
（自治体：https://www.chisou.go.jp/chitele/jichitai/support-center/index.html 企業：https://www.chisou.go.jp/chitele/company/support-center/index.html）

地方創生テレワーク推進事業における取組（情報提供・相談支援等事業②）

https://www.chisou.go.jp/chitele/jichitai/support-center/index.html
https://www.chisou.go.jp/chitele/company/support-center/index.html


 地方創生テレワークの理解促進や裾野拡大を目的に、地方創生テレワークに取り組む企業を
「見える化」する自己宣言制度を創設。

自己宣言制度

〇自己宣言制度事業（令和３年９月17日募集開始）
・地方創生テレワーク推進運動の趣旨に賛同した企業が、取組方針等についてチェックの上、具体的な取組を
宣言する制度を創設。
（名称：地方創生テレワーク推進運動 Action宣言）

・ポータルサイト上で、宣言企業の公表を実施 （令和４年３月末時点：計729の企業等が宣言）

地方創生テレワーク推進事業における取組（自己宣言・表彰制度事業①）

【宣言実施の主な企業（一例）】

・株式会社JTB
・アマゾンジャパン合同会社
・EY JAPAN株式会社
・コニカミノルタジャパン株式会社
・株式会社パソナ
・富士通株式会社
・ソフトバンク株式会社
・凸版印刷株式会社
・リコージャパン株式会社
・東日本旅客鉄道株式会社 地方創生テレワーク推進運動Action宣言のロゴ及び宣言書

・ポータルサイト上で、「地方創生テレワーク推進運動 Action宣言」の実践企業・団体として自社PRすることが可能。
・自社のPRにあたり、実践企業・団体専用のロゴマークの使用が可能。
・「従業員のエンゲージメント向上と採用力強化」、「人材採用における人材会社からの優遇措置」、「株式市場（投資家）や

採用市場（優秀な人材）に向けた企業ブランディング・ＰＲ」等のメリットが期待できる。

〇「地方創生テレワーク推進運動 Action宣言」への参加による期待効果
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表彰制度

地方創生テレワーク推進事業における取組（自己宣言・表彰制度事業②）

 地方創生テレワークを推進し、地方への新しい人の流れの創出に顕著なる貢献をした企業又は団体等
を表彰し、その功績をたたえ、優れた取組を広く紹介することを通じ、もって、地方創生テレワークに取り
組む企業等の裾野拡大を目的として、「地方創生テレワークアワード」の名称で令和3年度より実施。

〇令和３年度における表彰応募件数及びスケジュール
・地方創生テレワークに関する創意工夫のある取組を行う企業又は団体等を対象とし、合計85の企業等から応募を受付。
地方創生担当大臣賞５件及びその連携パートナー自治体５団体を表彰。

・令和３年10月15日より募集を開始し、同年11月21日に募集を締め切り。令和４年２月18日に授賞式を開催。

【令和３年度：地方創生テレワークアワード受賞企業】
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①キャップクラウド株式会社

・通信・IT・インターネット関連事業を展開する
東京都所在の事業者。人材確保とBCPを目的
に、山梨県富士吉田市に２つのコワーキング
スペースを開設し、社内外に開放。
今のキャリアを継続しながらのUターン就職を
希望する人材等の採用にも貢献。

連携パートナー自治体：山梨県富士吉田市

④ビッグローブ株式会社

・通信・IT・インターネット関連事業を展開する
東京都所在の事業者。コロナ禍の組織コミュ
ニケーション不足の解消や温泉地の再生を目
的に、大分県別府市にサテライトオフィスを設
置。当オフィスにて遠隔地採用・遠隔地勤務の
検証も実施。

連携パートナー自治体：大分県別府市

⑤株式会社リコー

・複写機等の事務機器の製造を行う、東京都所
在の事業者。2020年に在宅勤務等リモート
ワークを標準化とするなど「いつでも・どこで
も」働ける制度・環境を整備。
社内でのワーケーション促進のため、北海道
富良野市にて、新卒入社2年次の社員を対象
にワーケーションを実施。

連携パートナー自治体：北海道富良野市

③G＆Cコンサルティング株式会社

・東京都所在のコンサル業者。徳島県美馬市等
で、地域課題解決を実施するチャレンジ法人
（株式会社）を設立し、美馬市をはじめ複数の
自治体でサテライトオフィスを整備。
美馬市のサテライトオフィスには、7社の企業
が進出し10名以上の雇用確保にも貢献。

連携パートナー自治体：徳島県美馬市

②コニカミノルタジャパン株式会社

・複写機等の事務機器の製造を行う、東京都所
在の事業者。静岡県富士市や富士商工会議
所等と、テレワーク推進に向けた連携協定を
締結し、官民連携で市内事業者や市内に在住
し首都圏企業に通勤する働き手を対象に、テ
レワーク環境の整備等を推進。

連携パートナー自治体：静岡県富士市

赤池副大臣と受賞企業及び連携パートナー自治体との記念撮影
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自治体による取組の具体事例（山口県）
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企業による取組の具体事例（キャップクラウド）



（参考）企業版ふるさと納税等を活用した
サテライトオフィスの整備等の促進
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目標

サテライトオフィスの整備等の促進に向けて

○ 政府として、地方が抱える課題をデジタル実装を通じて解決し 、地域の個性を活かした地方活性化を
図ることで、持続可能な経済社会を目指す「デジタル田園都市国家構想」を推進。

○ 感染症拡大により、多くの人がテレワークを経験。また、若い世代は、就職・転職の条件として、
テレワークの実施が可能か否かを重要視。
企業において、生産性・付加価値の向上、社員の働き方改革に資するものとして、サテライトオフィス等

の活用はメリットが大きい。

○ そこで、政府として、以下の目標を掲げ、サテライトオフィスの整備等を促進。

サテライトオフィス

１つのスペースを複数の個人で共有。共有型の
オープンスペースで、各人が独立して仕事を行う。

企業等の地方拠点が設置されたオフィス
（単独利用、複数利用どちらも含む）

１つのスペースを複数の企業等で共有。
サテライトオフィスよりも安価で設置が可能。

企業進出や移住等の推進に向け、

サテライトオフィスの整備等に取り組む地方公共団体を倍増［約500（R3.11）→ 1,000（R6末）］

政府としての促進策を用意（企業向けの企業版ふるさと納税等）

シェアオフィス コワーキングスペース

形態の例
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○ 企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに
対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税を税額控除し、企業の実質負担が約１割まで圧縮
される仕組み（令和６年度末までの特例）

○ 令和２年度は、1,640社（前年度比1.5倍）が、計110億円（前年度比3.3倍）の寄附を行い、地方創生の深化

損金算入
約３割 税額控除 最大６割

企業
負担

(約１割)

寄附額

税の軽減効果

①法人住民税 寄附額の４割を税額控除
（法人住民税法人税割額の20％が上限）

②法人税 法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除。
ただし、寄附額の１割を限度。（法人税額の５％が上限）

③法人事業税 寄附額の２割を税額控除 （法人事業税額の20％が上限）

○ 損金算入による軽減効果に税額控除最大６割を
上乗せ（令和２年度から拡充）

制度のポイント 軽減効果

９最大
約 割

企業版ふるさと納税について

未定稿

※ 不交付団体である東京都、不交付団体で三大都市圏の既成市街地等
に所在する市区町村は対象外

※ 本社が所在する地方公共団体への寄附は対象外
（例：北海道札幌市に本社が所在する場合、道及び同市への寄附は対象外）

※東京に本社所在の企業の例
※一部計算を簡便化している

（例１）営業収入3,000億円（課税所得150億円）の企業
○ 10億円を寄附 ➔ 約６億7,000万円（寄附額の約７割）が軽減
○ ２億円を寄附 ➔ 約１億8,000万円（寄附額の約９割）が軽減

（例２）営業収入300億円（課税所得20億円）の企業
○ １億円を寄附 ➔ 約7,000万円（寄附額の約７割）が軽減
○ 3,000万円を寄附 ➔ 約2,700万円（寄附額の約９割）が軽減

（例３）営業収入30億円（課税所得２億円）の企業
○ 1,000万円を寄附 ➔ 約700万円（寄附額の約７割）が軽減

税の軽減効果のイメージ例

サテライトオフィスの整備等の場合、整備年度にまとめて

寄附するだけでなく、複数年度にわたって寄附する場合で

も、企業版ふるさと納税の活用が可能

○ 寄附の代償として経済的な見返りを受けること
は禁止（公正なプロセスを経た上で契約等することは可）

サテライトオフィスの整備等の場合、寄附企業以外の企業

も入居していることが望ましいが、公募を通じて、寄附企

業以外の者も同じ条件でその施設の利用が可能であったの

であれば、寄附企業以外の企業の入居がなくても、禁止され

る専属的利用に当たらないと考えられ、企業版ふるさと納

税を活用することが可能（解釈を明確化）
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地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税が一定割合
税額控除される仕組み【再掲】

サテライトオフィスの促進策

「転職なき移住」を実現すべく、サテライトオフィス等の施設整備・運営等を支援
［ R3補正:200億円の内数（地方創生テレワークタイプ）］

地方公共団体の自主的・主体的で先導的な施設整備等を支援 ［ R3補正:460億円 ］

③地方創生拠点整備交付金（内閣府）※地方公共団体向け

サテライトオフィスの整備等に係る施策

地方創生テレワークに取り組む企業、地方公共団体等に対する一元的な情報提供や、きめ細やかな相談対応等を実施
（URL）https://www.chisou.go.jp/chitele/index.html

地方創生テレワーク推進事業（内閣府）

テレワークの普及等に係る施策

サテライトオフィスの開設に関心のある企業と、サテライトオフィスの誘致に取り組む地方公共団体とのマッチングを図る
セミナーを開催（令和４年３月４日のセミナー（オンライン開催）に122社が参加）

サテライトオフィス・マッチング支援事業（総務省）

・テレワーク導入を検討する企業等に対し、専門家が無料で相談に応じ、システム・情報セキュリティ等について助言
・全国各地の相談窓口での対応

①企業版ふるさと納税（内閣府）※企業向け

②デジタル田園都市国家構想推進交付金（内閣府）※地方公共団体向け

テレワーク普及展開推進事業（総務省）

→上記は組み合わせが可能（地方公共団体が②又は③の交付金と①で税額控除を受ける企業からの寄附を財源に整備する）
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岡山県真庭市：市所有の「湯原温泉館」の改修【改修工事中】

・市所有の温泉施設を、サテライトオフィス・コワーキングスペース・会議室を備えた施設に改修し、

都市部の喧騒から離れたリラックスしながら仕事に集中できる環境を整備

・快適な仕事環境を構築するため、高速ネットワーク環境、高品質・高セキュリティの通信回線を整備

<改修費> 約3,000万円

地方公共団体が整備・運営する場合

○ 地方公共団体がサテライトオフィス等の整備等を進める場合、主に以下のような手法が考えられる。

サテライトオフィス等の整備の例①

例１

例２

福島県会津若松市：ICT関連企業が機能移転できるオフィス「スマートシティAiCT」の開設

・デジタル技術を様々な分野で活用し、地域の課題解決や活性化を図り、生活の利便性を高める

「スマートシティ会津若松」を推進

・ICT関連企業が機能移転できる受け皿として「AiCT」を整備し、国内外の37社・200名超が在籍しており、

地域における新たな「仕事の場」を創出

<建設費> 約24億円

【H31.4月開設】
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北海道美唄市：美唄ハイテクセンターのオフィスを無償で一時貸付

・第三セクター所有施設内のオフィスを地方公共団体が借り上げ、

市内に進出を検討している企業等にお試しオフィスとして１週間程度無償で貸付

・長期の継続利用（入居）を希望する企業は自己負担で賃貸契約を行うことも可能

・R2年度は27社が利用

<賃借料> 約580万円/年

新潟県佐渡市：民間オフィス（トレーラーハウス）の開設支援【R3.11開設】

・眺望の良い湖畔にトレーラーハウス４台を設置し、起業や事業拡大の拠点となる

インキュベーションセンターを民間事業者が運営

・地方公共団体が整備費用を補助することで、開設を支援

・首都圏に本社のあるITベンチャー企業など７社が入居（R4.1時点）

<開設整備費> 約2,500万円

徳島県神山町：神山バレー・サテライトオフィス・コンプレックスの開設支援【H25.1開設】

・町が所有する閉鎖された元縫製工場をNPO法人がコワーキング・スペースとして改修し、運営

（町がNPO法人に施設を有償貸付）

・地方公共団体が改修費用を補助することで、開設を支援

・14社が会員として利用（R4.1時点）

<改修費> 約2,000万円

民間企業等が設置・運営し、地方公共団体が補助金等で取組を支援する場合

地方公共団体が借り上げる場合

サテライトオフィス等の整備の例②

例１

例２

例
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（周知）令和４年度デジタル田園都市国家構想推進イベントについて

令和４年度デジタル田園都市国家構想推進イベント 令和4年６月中下旬開催決定

政府の推進するデジタル田園都市国家構想について、今春基本方針の取りまとめが行われるにあたり、大臣及び経
済界との意見交換会と企業と自治体のデジタル施策にかかるマッチング会を組み合わせたイベントを開催します。
第１部は大臣と経済界の皆様でデジタル田園都市構想基本方針(仮称)についての意見交換を行います。オンラインで

の視聴も可能となっておりますので、最新のデジタル田園都市構想の現状を是非ご覧ください。
第2部では、推進交付金の活用や企業版ふるさと納税を活用したサテライトオフィス整備、地方創生テレワーク推進

等に向けた企業と自治体のオンラインマッチング会を開催します。企業版ふるさと納税を活用したい、地方でのサテ
ライトオフィス整備に興味がある、地方でのテレワークを実施したい等デジタルに係る様々なマッチングの実現を目
指します。これから取り組みたい、または今の取組を加速させたい等々多種多様な企業、自治体の参加をお待ちして
おります。
※参加申込方法等については日程等決定後改めてお知らせします。

プログラム概要（予定）

15分 デジ田基本方針概要説明：内閣官房

40分 意見交換会【デジ田基本方針について】：内閣官房＋経済界

20分 地方創生テレワーク推進事業、企業版ふるさと納税及びデジ田交付金等関連施策紹介：内閣官房等

100分
企業×自治体マッチング会 1回20分
参加企業80社、参加自治体40自治体によるマッチング会

第一部：デジタル田園都市国家構想基本方針に係る意見交換会（１時間）リアル・オンライン傍聴可

30分 地方公共団体における取り組み事例紹介：地方自治体３団体

第二部：企業×自治体デジタル実装マッチング会（２時間30分）オンライン

５分 総括：内閣官房
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